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第 893 回例会 平成 21 年 8 月 20日(木)                 ゲスト卓話 佐世保税務署長 石橋信好 様                                                                                   

創立 1990年 9月 29日,認証 1990年 10月 22日            WEEKLY BULLETIN       会長 : 井上 亮 / 副会長 : 平岩 義明 / 幹事 : 池永 隆司 

 

国際ロータリー 第 2740 地区 

佐世保中央ロータリークラブ 

 

’０９~’10年度 クラブテーマ 

自分のために楽しもう！他者
ヒ ト

のために奉仕しよう！ 

Let’s enjoying for oneself !   Let’s servicing for persons !   

 

 

 

  先週はお盆休みで２週間ぶりの例会になりましたが

皆様いかがお過ごしでしたでしょうか？この２週間で

色々な出来事が起こりました。特に、台風８号で甚大な

被害を受けられた台湾南部の高雄県では未だに行方不

明者が４００人を超え、最終的には５００人を超える犠

牲者が出る可能性があるそうです。また、日本では台風

９号の影響で兵庫県佐用町でも豪雨による災害が発生

しました。特に痛ましいのは避難所に向う途中に洪水に

流されてしまった方々です。今回は夜間に避難勧告が出

たため、周囲は真っ暗での避難となった為にこのような

事態になったことです。これまで避難勧告が出たらすぐ

に避難すべき、との一般的な考え方で本当に良いのでし

ょうか？おそらく行政の判断での避難勧告それ自体は

間違っていなかったと思いますが、やはりこの様な、非

常事態では個人の自己責任で判断しなければならない

のではないでしょうか？どちらにしても亡くなられた

方のご冥福をお祈りいたし、また被害に遭われていまだ

に不自由な生活を強いられている方々に心よりお見舞

い申し上げます。 
  さて、本日は佐世保税務署長・石橋信好様の卓話とな

っています。この中には高額納税者も沢山おられると思

います。最後までご静聴お願いいたします。また来週は

桟ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会となって

います。桟ガバナー補佐はご存知の通り我がクラブの拡

大補佐でもあられますので会員の皆様のご出席をよろ

しくお願いいたします。 

 

 

 
1.   例会変更 
  ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 
    9月 1日(火)12：30～→9月  2日(水)12：30～ 
    ガバナー公式訪問／佐世保東南ＲＣ合同例会の為 
    9月 22日(火)    定款第 6条第 1節により休会 
  佐世保西ロータリークラブ 
    9月 8日(火)12：30～→9月 5日(日)・16日(日)8：30～ 
    佐世保市体育文化館大体育室 
    少年少女ミニバスケット大会開催のため 
    9月 15日(火)12：30～→9月 15日(火)18：30～ 
    ホテル万松楼  夜の例会のため 
２．来    信 
・国際ロータリー 
    ザ・ロータリアン  2009年 8月号 
・財団法人  米山梅吉記念館 
  ①  記念館「100円募金」「賛助会への入会」のお願い 
  ②  創立 40周年記念式典のご案内 
  ③  館報  2009年秋号 
・海上自衛隊佐世保地方総監部 
  佐世保音楽隊ファミリーコンサートのご案内 
  日時  9月 12日(土)  午後 2時～午後 4時 
  場所  アルカスＳＡＳＥＢＯ 
・陸上自衛隊相浦駐屯地 
  創立 54周年記念行事のご案内 
  日時  9月 13日(日)  午前 9時～午後 3時 
  場所  陸上自衛隊相浦駐屯地 
・佐世保市心身障害児(者)育成協議会 
  平成 21年度佐世保市心身障害児(者)育成協議会会員   
  募集のお願い 
・ガバナー事務所 
  ①  国際奉仕部門及び米山奨学委員長セミナー開催について 
    日時  9月 6日(日)  12：30受付  13：00開会～17：00閉会 
    会場  東彼杵町総合会館  文化ホール 
  ②  地区職業奉仕セミナー開催について 
    日時  9月 19日(土)  13：30受付  14：00～17：10     

本日のビジター  佐世保西ロータリークラブ 富村 健 様 

幹事報告       

                池永 隆司 君 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 懇親会  17：10～18：30 
    場所  諫早市  観光ホテル道具屋 
  ③  9月のロータリーレートのお知らせ  1ドル 94円 
  ④  ２００９～２０１０年度  地区大会のご案内 
    10月 30日(金)  ＲＩ会長代理歓迎晩餐会（雲仙観光ホテル） 
    10月 31日(土)  会長幹事会、本会議、記念講演、記 
    念懇親会(島原復興アリーナ) 
    11月  1日(日)  記念懇親ゴルフ大会(島原グルフ場)、   
    ジオパーク研修バスツアー 
 ・佐世保ロータリークラブ 
  高城昭紀ガバナー公式訪問歓迎会並びに佐世保市内８ 
  ＲＣ会長･幹事会のご案内 
    日時  9月 2日(水)  18：30～  場所  ホテル万松楼 
 
３．伝達・通知 
  ありません。 
 

  日時は９月5日（土）午前10:30~「白浜海水浴場クリー

ンナップ」のご参加の程、宜しくお願いします。 

 

委員会報告 

           SAA委員長 

                         南部  建  君 

 

1. 8月27日(木)の例会はガバナー補佐訪問 : 桟猪一郎君

を迎えます。クールビズでかまいませんので，12:30まで

には昼食をすませておいてください。 

2. 9月3日(木)の例会は例会場が変更になり，全日空ホテ

ルにて12:30~、ガバナーの公式訪問 : 高城昭紀君を迎え

ます。正装でお願いします。 

 

 

佐世保西ロータリークラブ  富村  健様 

  本日はお世話になります。井上会長、池永幹事の今後

益々のご活躍をお祈りいたします。  

井上亮会長・平岩義明副会長・池永司幹事 

  皆さんこんにちは。２週間ぶりの例会です。お盆はいか

がすごされたのでしょうか。本日はクラブ管理委員会によ

る卓話例会となっています。佐世保税務署長  石橋信好様

のご来訪を歓迎致します。税務署と聞いてビクッとして人 

はいませんよね。 

 

クラブ管理委員会 

  本日はクラブ管理委員会の担当です。石橋税務署長様に 

はお忙しい中卓話をお引き受け頂きありがとうございま

す。感謝申し上げます。 

川崎洋一君 

  父親の初盆に多数の会員の方々におまいり頂きまして

感謝申し上げます。 

崎山信幸君 

  前回の市長卓話  全員ニコニコだったのですがサイフ

を忘れてたので遅ればせながら今回ニコニコします。 

前田眞澄君 

  皆さんこんにちは。佐世保税務署長の石橋信好様のご来

訪を歓迎します。別の会でも色々お世話になっております。

税務署とはいろんな意味で仲良くしていく所存です。皆さ

んも仲良くして下さい。 

田代博之君・牟田憲市君・高松裕吉君・西村浩輝君 

  誕生日のお祝いありがとうございます。 

 【  ８月誕生日会員  】 

   昭和 29 年 8 月 3 日  田代 博之 君 

   昭和 13 年 8 月 14 日  牟田 憲市 君 

   昭和 33 年 8 月 19 日  高松 裕吉 君 

   昭和 19 年 8 月 21 日  西村 浩輝 君 

   昭和 36 年 8 月 21 日  後田 明子 君 

【  ８月結婚記念日会員  】 

    該当者なし 

 

   

 

 

 

 

佐世保市税務署長  石橋  信好  様 
  本日は、佐世保中央ロータリークラブの例会にお招きいただきまして
有難うございます。また、皆様にお話をさせていただく機会を設けてい

ただき大変光栄に思っています。本年７月 10日付けて福岡国税局の調査
査察部からまいりました。調査査察部では、査察の統括間官をしていま

した。査察には通算 12年間勤務しました。本日の卓話の時間が 30分と 
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委員会報告 

      社会奉仕委員長 

            崎山 信幸  君 

 

ニコニコボックス 

         親睦活動委員長   

          高松  祐吉 君 

 

本日の合計      26,000 円 

累計        229,000 円 
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いうことで、『今，税務行政に求められているものは何か』と題して

話をします。 
  国税庁は昭和 24年に大蔵省(現在,財務省)大蔵省の外局として設置され、 
国税庁の下には、沖縄国税事務所を含み、全国に 12の国税局と 524の税
務署が設置されています。国税庁本庁においては、税務行政の執行に関

する企画、立案等を行いながら、国税局と税務署の事務を指導・監督し

ています。また、国税局は大規模納税者に(資本金が１億円以上)ついても
賦課・徴収を行っています。税務署は国税庁や国税局の指導・監督の下

に、国税の賦課・徴収を行う第一線の執行機関であり、納税者と最も密

接なつながりをもっている行政機関です。その他、税務職員を教育する

機関として税務大学校が全国の国税局管内に設置してあります。     
  税務の職場に入庁すると税務大学校で一定の期間、研修を受けて署に

配属されます。また、税務調査等を受けた税務者が不服の申し立てをす

ることができる国税不服審判所という機関もあります。 
 

1. 国税庁の任務と使命について 

  国税庁の任務は，財務省設置法第 19 条に『内国税の適正かつ公平な

賦課及び徴収の実現』を図ることと定められています。 

 

2. 国の収入について 

  平成21年度の国の収入、いわゆる一般会計歳入予算は、年間88兆 5,480

億円です。内 46 兆 1,030 億円が租税と印刷収入で、所得税、法人税、消

費税が税収入の約８割を占めています。46 兆のうち、最も大きい割合を

占めるものは、源泉所得税の 12 兆 7,000 億円で次に法人税の 10 兆 5,000

億円、３番目に消費税の 10 兆 1,000 億円です。その差額の約 42 兆円は、

建設国債や公社債などの発行によるものです。 

 

3. 国税の組織について 

  税務職員は、全国で約 56,000 人(福岡国税局には約 2,400 人)が勤務し、

国税庁内には、総務系統を担当しています長官官房のほか、課税部、徴

収部、調査査察部に分かれており、約 700 名の職員が勤務しています。

また、税務署の組織は、総務課、管理運営部門、徴収部門、個人課税部

門、法人課税部門、酒類指導官等に分かれています。 

  福岡国税局は、福岡県、佐賀県、長崎県内の全部で 31 の税務署を管轄

していますが、そのうち 11 署は副署長が設置されています。 

  ところで、昨今の税務行政を取り巻く環境は、大きく変化していま

す。高齢化が進展し、会社法制の改革などに伴い、個人事業者や法人の

申告件数は近年著しく増加しています。佐世保署の場合は、数年前に佐

世保市と近隣の町との一部合併もありましたが、10 年前に比べますと個

人事業者の申告書は約 8,000 件、法人の申告書の法は、約 100 件増えて

います。経済活動においても、IT 化が著しく進展していますし、法人だ

けでなく、個人においても国境を越えた多様な経済・投資活動が増加し

ています。それに伴い、経済取引が複雑化して巧妙な租税回避行為など

が行われ、調査・徴収事務を困難なものにしています。『今，税務行政

に求められているものは何か』と質問された場合、私は『納税者の利   

便性の向上と信頼性』であると考えています。 

 
4. 納税者の利便性の向上の代表的なものは 
1) e-Tax の利用促進 : 全部で 42 手続きがインターネットを通じ

て行うことができますが、税金の納付についても、全税目についてイン

ターネットバイキングなどを利用して行うことができます。佐世保署で

は、平成 20 年度の e-Tax 利用率は、大幅に増加して所得税は 35％、法人 

 

税は 55％、個人消費税は 40％、そして法人消費税は、87％の利用率とな

り、42 手続き全体で 39％の利用率となっています。 

特に法人税申告書のe-Tax利用率の55％は，副署長設置署11署の中では、 

トップでありました。もしロータリークラブの会員の皆様の中で、確定

申告等で e-Tax を利用されていない方がおられましたなら、顧問税理士

等に『今度から e-Tax で申告する』ということをお願いしていただけ

ないでしょうか。 

2)  電話相談の集中化 : これまで税務相談室には、所得税や相続税、消
費税など多岐に渡る税務相談にそれぞれ担当する部署で対応していまし

たが、限られた職員で、より多くの相談に効果的に対応する為、昨年（平

成 20 年）11 月から、統括官クラスのベテラン職員が配置されて、税に関

する一般的な質問や相談を、国税局ごとに設置しています電話相談セン

ターで全国 524 のすべての税務署の電話相談の集中化を開始しました。 

3)  納税者窓口関係事務の一本化 : 国税庁では、本年（平成 21 年）7
月から全国の税務署で『内部事務の一元化』を実施しております。 

  これは、納税者の申告から納税までの一連の事務や納税者の異動に伴

う事務などについて、これまで税務署内の複数の部署で税目別に行って

いましたが、同じ種類の事務を統合して、IT を活用しながら一つの部署

で一体的に処理することにより、内部事務の一元化によって、請求内容

にかかわらず一つの窓口で行えるよう事務の効率化を図るものです。 

 また、納税証明書の請求のほか、申告書、申請書などの受付、税金の納

付、税に関する一般的な相談についても、一つの窓口で対応することと

なり、納税者から見て利便性が高まるものと期待しています。 

4) 納税者からの信頼性 : 『一般の納税者には親しみやすい納税署
作りに努め、一方脱税など不正行為を働く納税者には，厳正に対処

したい』と考えています。そうすることで、国税庁の任務である『適正

公平な賦課・徴収』を実現することができると考えていますし、納税者

の信頼性を維持することができると考えています。法人税の実地調査の

実況ですが、平成 19 年で申しますと、全国で 14 万 7,000 件の法人の調

査をしまして、1兆 6,259 億円の申告漏れが把握されております。１件あ

たり 1,107 万円の所得の漏れが把握され、追徴税額は 3,916 億円です。 

5) 査察調査の実況 : 査察調査は，大口・悪質な脱税をした者に対し

て、税金を納めるだけでなく、裁判で懲役や罰金という刑罰を科すもの

です。査察調査を全国ベースで言いますと、平成 20 年度には，年間 211

件の調査をしまして，208 件を処理しています。脱税額の総額は、351 億

円で。1 件あたり 1 億 6900 万円です。告発しました 153 件を税目別に見

ますと、法人税が 97 件、所得税が 40 件、消費税が 12 件、そして相続税

が４件となっています。損益面では売上除外や架空外注費等の計上を把

握することは概めできますが、資産化を把握するのは難しくなっていま

す。脱税した資金を海外に送金したり、持ち出したりしていますし、又

は現金で隠し持っている場合が多くなったからであります。裁判所から

の令状を持って徹底的に捜索しましても、本人が本気で隠しますと、な

かなか見つけ出すのに苦労します。 

  今日はありがとうございました。 

    ＳＡＡ  / 司会  ; 前田 眞澄 君、音響  ; 南部 建 君 

 
次回例会 8 月 27日(木)12 : 30 ～ 桟猪一郎ガバナー補佐   
次々回例会 9月3日(木)12 : 30 ～ 場所変更 : 全日空ホテル            

高城昭紀ガバナーを迎えます  
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